
   戸田ボートレース企業団最低制限価格等の設定に関する事務取扱要綱 

令和４年４月１日企業長決裁  

（目的）  

第１条 この要綱は、戸田ボートレース企業団が締結する契約の予定価格及び

最低制限価格等の設定に関する事務の取扱いについて、戸田ボートレース企

業団契約規程（平成３１年訓令第７号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 予定価格 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第３項の規

定により定める価格をいい、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むも

のをいう。 

⑵ 最低制限価格 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」

という。）第１６７条の１０第２項（令第１６７条の１３において準用する

場合を含む。）の規定により定める価格をいい、取引に係る消費税及び地方

消費税の額を含むものをいう。 

⑶ 調査基準価格 令第１６７条の１０第１項（令第１６７条の１３において

準用する場合を含む。）又は令第１６７条の１０の２第２項（令第１６７条

の１３において準用する場合を含む。）の規定により契約の内容に適合した

履行がされないおそれがあるか否かを判断するための基準となる価格をい

い、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものをいう。 

⑷ 最低制限価格等 最低制限価格及び調査基準価格をいう。 

（予定価格設定の適用対象外） 

第３条 光熱水費の契約及び物品購入等に係る単価を主目的とする基本的な事

項を定めるに過ぎない契約は、予定価格の設定の適用対象外とする。ただし、

特定規模電気事業者（新電力、ＰＰＳ）からの電力供給契約は除く。 

（予定価格及び最低制限価格等の決定者） 

第４条 企業長は、１件の見積金額が２，５００万円未満の全ての契約について、

戸田ボートレース企業団契約規程第８条の規定にかかわらず企業長が措定し

た者に行わせることができる。 

２ 企業長は、前項に定めるもののほか、特別の理由があると認めたときは、こ

の限りでない。 

（予定価格調書の作成）  

第５条 予定価格の決定者は、入札及び随意契約の際に予定価格調書を作成す

るものとする。ただし、令第１６７条の２第１項各号の規定による随意契約の



場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。 

２ 前項ただし書の規定により予定価格調書の作成を省略した場合の予定価格

は、当該契約に係る起案書に付するものとする。 

（最低制限価格等の設定対象）  

第６条 最低制限価格等の設定対象は、設計額が２００万円を超える建設工事

及び建設工事に係る設計、調査及び測量業務委託の入札とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、設計額が１００万円を超える次に掲げる業務委

託の入札において、最低制限価格を設定することができる。 

 ⑴ 建物管理等業務 

 ⑵ 警備業務 

 ⑶ 清掃業務 

 ⑷ 電算業務 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める業務 

 （最低制限価格等の設定） 

第７条 最低制限価格等は、次に定める計算式により算出する。  

⑴ 建設工事の入札については、予定価格算出の基礎となった次に掲げるアか

らエの合計額の千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１０を乗じ

て得た額とする。ただし、その額が予定価格に１０分の９．２（上限値）を

乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に１０分の９．２（上限値）

を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７．５（下限値）を乗じて得た額

に満たない場合にあっては予定価格に１０分の７．５（下限値）を乗じて得

た額とする。  

ア 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 （円未満切捨て） 

イ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 （円未満切捨て） 

ウ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 （円未満切捨て） 

エ 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額 （円未満切捨て） 

⑵ 建設工事に係る設計、調査及び測量業務委託の入札については、別表に掲

げる業種区分ごとに予定価格算出の基礎となった同表に掲げる①から④の

合計額の千円未満の端数を切り捨てた額に、１００分の１１０を乗じて得た

額とする。ただし、その額が次のアからエに掲げる場合においては、当該ア

からエに定める額とする。 

ア 測量業務において、算出した最低制限価格等が予定価格に１０分の８．

２（上限値）を乗じて得た額を超える場合においては、予定価格に１０

分の８．２（上限値）を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の６（下

限値）を乗じて得た額に満たない場合においては、予定価格に１０分の

６（下限値）を乗じて得た額とする。 



イ 建築関係の建設コンサルタント業務において、算出した最低制限価格

等が予定価格に１０分の８．１（上限値）を乗じて得た額を超える場合

においては、予定価格に１０分の８．１（上限値）を乗じて得た額とし、

予定価格に１０分の６（下限値）を乗じて得た額に満たない場合におい

ては、予定価格に１０分の６（下限値）を乗じて得た額とする。 

⑶ 前号の規定により難い建設工事に係る設計、調査及び測量業務委託の入札

及び設計額が５０万円を超える前条第２項各号に掲げる業務委託の入札に

ついては、入札書に入力、又は記載された金額のうち予定価格に１１０分の

１００を乗じて得た額以下の全ての入札の平均額の千円未満の端数を切り

捨てた額に１０分の８を乗じて得た額に、１００分の１１０を乗じて得た額

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認めるときは、契約ごとに企業長

が定める額とすることができる。 

３ 第１項第１号ただし書及び同項第２号ただし書の規定により上限値を用い

て最低制限価格等を算出する場合は、予定価格に上限値及び１１０分の１０

０を乗じて得た額の千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１０を乗

じて得た額とする。 

４ 第１項第１号ただし書及び同項第２号ただし書の規定により下限値を用い

て最低制限価格等を算出する場合は、予定価格に下限値及び１１０分の１０

０を乗じて得た額の千円未満の端数を切り上げた額に１００分の１１０を乗

じて得た額とする。 

（入札参加者への周知）  

第８条 入札に当たっては、入札告示、入札説明書又は指名通知書に最低制限価

格等を設けた旨を記載するものとする。  

（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。 

附  則  

この要綱は、企業長決裁の日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の日の前日までに告示又は指名通知したものについては、

なお従前の例による。 

  



別紙（第７条第１項第２号関係） 
 

業種区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 
直接測量費の

額 

測量調査費の

額 

諸経費の額に

１０分の５を

乗じて得た額 

 

建設関係の建

設コンサルタ

ント業務 

直接人件費の

額 
特別経費の額 

技術料等経費

の額に１０分

の６を乗じて

得た額 

諸経費の額に

１０分の６を

乗じて得た額 

※ ①から④の額は一円未満を切り捨てる。 

※ 複数の業種を一括して発注する場合の第７条第１項第２号「合計額」

は、それぞれの業務の業種区分の①から④を一括合計した金額とする。 

※ 複数の業種を一括して発注する場合の第７条第１項第２号ただし書の

規定は、設計額が最も大きい主たる業種に係る規定を適用する。 
 


